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１． 目的・趣旨 

本市では、令和２年３月に善通寺市立地適正化計画を公表し、都市機能及び居住誘導区域

を設定するとともに各種誘導施策を位置付け、コンパクトなまちづくりに取り組んできた。

立地適正化計画では善通寺市役所や善通寺駅、総本山善通寺を含む当市の中心市街地

107.2ha を都市機能誘導区域とし、日常生活に必要な機能を積極的に立地させていくことと

している。この区域内にはすでに公立学校や私立大学、図書館といった文教施設のほか行政

施設も集積し、日常から人々の生活に欠かせない機能が多数存在する。加えて総本山善通寺

などの観光施設も存在しており、それらの施設を有機的に結び付けて回遊性を強化するこ

とで、日常的なヒトの往来とエリア内に多数のヒトが存在する空間を演出できる。 

このような背景から当市はウォーカブル推進都市として、令和 2 年 3 月公表の善通寺市

中心市街地地区都市再生整備計画（第１期）に滞在快適性等向上区域 55.5ha を設定し、行

政が行うハード整備に連動しながらソフト的なにぎわいも創出できるよう、官民連携の視

点を取り入れながら、ウォーカブルな空間づくりについて研究を重ねてきた。 

本業務は、令和 7 年 3 月公表の善通寺市中心市街地地区都市再生整備計画（第２期）に記

載された滞在環境整備事業として、第１期の都市再生整備計画で整備された都市公園（偕行

社広場）に隣接する市道一高西側線において、空間利活用の社会実験を行うものである。市

道一高西側線は県立善通寺第一高校にも隣接しており、善通寺駅から同校への通学生徒が

多数利用するほか、偕行社広場を介して市役所や図書館、重要文化財旧善通寺偕行社へのア

プローチにもなっている。偕行社広場と同市道の一体的な利用を図ることで、様々な世代の

施設利用者が空間に滞留し、思い思いのペースで心地よい時間を見つけていく空間を演出

できる。本業務の受託者は道路と公園を中心とした公共空間で滞留空間を創出するに留ま

らず、このようなにぎわいシーンが演出できるプログラムの検討を、多様な主体と連携しな

がら取り組む必要がある。 

本業務の履行にあたっては、ウォーカブル施策についての総括的な知見やまちづくり、都

市計画等に関する豊富な知識や専門的技能、企画提案力、意見をとりまとめ調整する能力が

求められることから、公募型プロポーザル方式（※）を実施し、契約候補者を審査委員会に

より選定する。 

この要領は、「市道一高西側線等公共空間利活用社会実験業務委託」の契約候補者選定

に係るプロポーザルの実施及び参加方法について、必要な事項を定めるものである。 

なお、本業務は国土交通省都市局が所管する社会資本整備総合交付金を活用して実施す

る。 

※プロポーザル方式とは、もっとも優れた提案をした者を本要領に従い契約候補者として

選定し、契約候補者の提案内容を踏まえた仕様書を別途調製の上、地方自治法施行令第 167 

条の２第１項第２号による随意契約を締結するものである。 

 

２． 契約の概要 
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（１）業務名 市道一高西側線等公共空間利活用社会実験業務委託 

（２）業務内容 別紙「市道一高西側線等公共空間利活用社会実験業務委託 特記仕様書」の

とおり 

（３）履行期間 契約締結日から令和８年３月３１日（火）まで。ただし、令和７年度予算

の繰越が承認された場合においては令和９年２月２６日（金）までを見込んでおり、事業の

提案にあっては令和９年２月２６日（金）までを履行期間と見込んで差し支えない。 

（４）契約金額 契約上限額 １８，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

３． 問い合わせ・書類提出先 

善通寺市都市整備部都市計画課 担当：本庄、 村 

（〒765-8503 善通寺市文京町二丁目１番１号）電話：0877-63-6314  FAX：0877-63-6353 

E-mail：toshi@city.zentsuji.kagawa.jp 

 

 

４． プロポーザルへの参加資格要件 

（１）プロポーザル応募資格 

本プロポーザルに応募できる者（以下、「応募者」という。）は、次に掲げる要件を満たす

ものとする。 

なお、契約候補者の決定後契約締結までの間においても、以下の項目に該当しなくなった

場合は契約候補者の決定を取り消すことがある。 

１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者 

２）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき、更生手続開始の申立て又は民

事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定に基づく再生手続きの申立てがな

された者（会社更生法又は民事再生法の規定に基づく更生手続き開始又は再生手続

き開始の決定日以降を審査基準日とする経営事項審査を受け更生計画又は再生計画

の認可の決定が確定した者を除く。）でないこと。 

３）暴力団（暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第

2 条第 1 項第 2号に規定する暴力団をいう。）又はその構成員（暴力団の構成団体の構

成員を含む）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制

下にある場合でない者。 

４）善通寺市工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱に基づく入札参加停止措置

を受けていない者。 

５）下記に示す同種又は類似業務について、過去５年間にて全国おける完了の実績を有す

ること。ただし、同種又は類似業務について、今年度業務及び昨年度から継続して業

務を履行しているものは実績として含む。 
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【同種業務】 

車線減少等の道路空間再配分を伴う社会実験や実証実験業務、道路・公園等の公共

空間を活用した歩行者の滞留促進や回遊性向上に関する調査・検討業務 

【類似業務】 

 エリアプラットフォーム構築支援、エリアビジョン策定、官民連携基本方針又

は基本計画 

 

（２）プロポーザル参加における制限 

 １）応募条件 

・応募者からの応募は１点のみとする。 

   ・応募者は、連名による応募はできない。 

 ２）予定技術者 

本業務に従事する技術者の必要要件は、以下のとおりとする。 

① 技術者資格 

管理技術者及び照査技術者については、技術士（総合技術監理あるいは建設部

門）、一級建築士又はこれと同等の能力と経験を有する技術者、あるいはＲＣＣＭ

の資格保有者でなければならない。担当技術者については特に資格を問わないが、

審査において技術士法（昭和 58 年法律第 25号）又は建築士法（昭和 25年法律第

202 号）に基づく有資格者は加点される場合がある。 

② 手持ち業務 

管理技術者については、令和７年１２月３１日現在の手持ち業務（令和８年３

月３１日までに業務が完了するもの又は完了見込みであるものを除く）につい

て、その契約金額の合計が３億円未満かつ件数が１１件未満でなければならな

い。また、担当技術者（担当技術者を業務全体で一人のみ配置する場合に限

る。）については、令和７年１２月３１日現在の手持ち業務（令和８年３月３１

日までに業務が完了するもの又は完了見込みであるものを除く）について、その

契約金額の合計が5,000万円未満かつ件数が４件未満でなければならない。ただ

し、担当技術者を複数配置する場合は、主たる担当技術者についてのみ要件を設

けるものとし、管理技術者の手持ち業務に関する要件と同様とする。なお、手持

ち業務とする業務は、業務実施場所や発注者を問わず、契約金額500万円以上の

ものとする。また、令和７年１２月３１日現在でプロポーザル方式等により特定

された未契約業務については、令和８年３月３１日までに業務が完了するもの又

は完了見込みであるものに関わらず、手持ち業務とみなす。 

③ 予定技術者の同種又は類似業務実績 
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管理技術者及び照査技術者、担当技術者は、本業務と同種又は類似した業務実

績を１件以上を有していなければならない。本業務と同種又は類似する業務の定

義については、本要領４．（１）５）によるものとする。 

④ 技術者の兼任 

管理技術者、照査技術者及び担当技術者は、本業務において兼任してはならな

い。 

 

５． プロポーザルへの参加申込、技術提案書の作成 

（１） 一般事項 

① 提出書類の作成については、本プロポーザルに係る実施要領、各様式の記載によ

るものとする。 

② 提出書類の様式については、本要領に掲載の様式によるものとする。 

③ 提出書類の作成に用いる単位は、日本の標準時及び計量法（平成４年法律第５１

号）に定める単位に限るものとする。 

④ 各様式の記載欄の大きさ等については、記載量により適宜変更できるものとする

が、様式の記載事項等は改変しないこと。また、特に定めのあるものを除き、各

様式の左側余白は３０ｍｍ以上確保すること。 

⑤ 各様式の記載に用いる文字のサイズは、原則として１０ポイント以上とするこ

と。ただし、必要な注記、ふりがな及び掲載図等中の記載文字を除く。 

⑥ 提出書類には、定められた様式以外のもの（表紙等）は一切添付しないこと。 

⑦ 様式２、３、４については、片面印刷又は片面コピーで作成し、様式順に整理

し、ホチキス留めは用紙左端中央に１箇所とする。 

⑧ 様式５については、片面印刷あるいは片面コピーで作成し、ホチキス留めはＡ４

判縦となるよう折り込んで用紙左端中央に１箇所とする。 

（２）参加申込書等及び技術提案書の提出要件 

以下の書類をプロポーザル参加申込の期間中に「３ 問い合わせ・書類提出先」へ提出す

ること。提出部数については、下表のとおりとする。 

なお、参加申込後、参加を取りやめる場合は参加申込書等の提出期限までに参加辞退届

（任意様式）を提出すること。なお、辞退しても今後不利な扱いを受けることはない。 

１）参加申込書及び会社概要書 （様式１－１ 及び 様式１－２） 

２）業務実施体制 （様式２） 

① 本業務に配置予定の管理技術者、照査技術者及び担当技術者について、氏名、

所属及び分担業務を記載すること。 
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② 担当技術者は、その分担する業務内容等により、複数配置することを妨げな

い。複数の担当技術者を配置する場合には、本業務における分担業務内容を明

確にするとともに、主たる担当技術者（発注者との連絡窓口となり中心的に業

務を実施する者）１名を選任し、その旨を分担業務記載欄に「（主）」と記載

すること。 

３）予定技術者の経歴等 （様式３） 

① 配置予定の管理技術者、照査技術者及び担当技術者について作成すること。 

② 記載量の多寡に関わらず、予定技術者１名につきＡ４判縦１枚で作成すること。 

③ 「主な業務経歴」については、「当該分野業務従事年数」の参考とするので、ど

のような業務に従事したかをわかりやすく、簡潔に記載すること。 

④ 「当該分野業務従事年数」については、当該分野における経験年数とする。 

⑤ 「同種又は類似業務実績」については、実績エリアを問わない。 

⑥ 手持ち業務のうち、配置予定技術者として特定された未契約業務の履行期間、契

約金額については、プロポーザル主催者より示されている見込みを記載するこ

と。 

４）予定技術者の業務実績 （様式４） 

① 様式３で記載したすべての同種又は類似業務実績について、１件につき１枚作

成すること。 

② 配置予定の管理技術者、照査技術者及び担当技術者それぞれについて作成する

こと（例えば、配置を予定している複数の技術者がそれぞれ同一の業務を実績

とする場合においても、技術者各人における記載内容が同一となるとは限らな

いので、予定技術者毎に作成すること。）。 

③ 「本業務との類似性あるいは関連性」については、業務実績が本業務と同種あ

るいは類似している内容について、分かりやすく簡潔に記載すること。 

④ 記載量の多寡に関わらず、実績業務１件につき A４判縦１枚で作成すること。 

 

５）業務の実施方針及び具体的提案 （様式５） 

① 様式５は、A３判横２枚以内で作成すること。 

② 業務実施における着眼点、業務の実施方針等を踏まえ、本業務の実施にあたり

技術提案として提案する項目及びその内容を具体的に記載すること。 

③ 工程表等については、令和９年３月末までの事業計画を記載すること。ただ

し、技術提案として令和９年度以降の継続事業を記載することは妨げない。そ
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の場合には契約満了後の継続的な事業展開と明記するなどして、契約期間外に

おける提案であることが分かるよう、記載方法を工夫すること。 

６）参考見積書 

① 技術提案の内容に基づき、業務の実施に必要となる費用を算定し、参考見積書と

して提出すること。 

② 参考見積書の様式は自由とする。 

 

提出書類 様式等 提出部数等 

参加 

申込書等 

様式１－１（参加申込書） 

ホッチキス

留め ２部 
左記部数と

は別に、す

べての様式

をまとめて

１つの PDF

ファイルに

したデータ

（ CD-R メ

ディアに１

枚に格納し

て提出のこ

と） 

様式１－２（会社概要書） 

様式２（業務実施体制） 

様式３（予定技術者の経歴等） 

様式４（予定技術者の業務実績） 

技術 

提案書 

様式５（業務の実施方針等及び具体的提案） 

業務の実施方針、実施体制、業務フローチャー

ト、工程表等について簡潔に記載。記載にあた

り、概念図、出展の明示できる図面、既往成

果、現地写真等を用いることは可とする。 

 

ホッチキス

留め６部 

参考見積書（様式は自由） 

参考資料：技術者資格を証する資料・技術者の

業務実績を証する資料 

各１部 

（３）参加申込書等の作成に係る留意事項等 

１） 技術者資格を証する資料 

① 様式３（予定技術者の経歴等）で記載した技術者保有資格について、それ 

を証するものの写しを提出すること（資格証明書の写し等）。 

２） 技術者の業務実績を証する資料 
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① 様式４（予定技術者の業務実績）で記載した業務実績について、記載内容を確認

できる資料（ＴＥＣＩＳ登録業務については登録書、登録がない業務については

契約書（約款部分を除く）・仕様書など）の写しを提出すること。 

 

（４）提出方法 

参加申込書等及び技術提案書等提出期限は、令和８年２月２７日（金）とする。ただ

し、受付時間は午前９時から午後５時までとし、持参すること。 

 

６． 質問受付・回答 

（１）質問方法 

本プロポーザルに関する質問は、参加申込書等及び技術提案書の作成、提出に必要な項及

び業務実施に係る条件に限るものとし、評価及び審査に係る質問、参考仕様や提案内容に係

る質問は一切受け付けない。 

 

（２）質問書の提出について 

① 様式６（質問書）による。 

② 提出先：本要領３に定める主催事務局へ提出すること。 

③ 提出方法：電子メールによる。 

④ 受付期間：公募日の翌日午前９時から 

令和８年２月９日（月）午後５時まで 

持参による場合の受付時間は、休日を除く午前９時から午後５時までとする。 

⑤ 質問に関する回答方法：質問に対する回答は電子メールにて行う。 

 

７． 技術提案書の評価及び審査の実施方針 

（１）審査委員会 

技術提案書やヒアリングの審査、評価及び最も優れた技術提案の選定等は、「市道一高

西側線等公共空間利活用社会実験業務委託提案書審査委員会」（以下「審査委員会」とい

う。）において行う。 

 

（２）審査及び評価の流れ 

① ヒアリング 

技術提案書のほか、ヒアリング審査を行う。１者２０分のヒアリングとし、７．（４）

に示す評価基準に基づき、提出書類の審査と合わせて順位付けを行う。なお、ヒア
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リングに参加できる人数は１者につき３名までとする。 

② 審査の結果の通知 

審査において、最も優れた評価を得た１者に対し、「特定通知書」によりその旨を

通知するものとする。 

最も優れた技術提案として選定されなかった応募者に対しては、「非特定通知書」

により、特定しなかった理由を付してその旨を通知する。 

 

（３）評価及び審査の結果の公表 

審査委員会における審査及び評価の結果については、本プロポーザル手続きの完了後

に公表するものとする。 

 

（４）審査及び評価の項目等 

審査及び評価の項目等については、次表に掲げるとおりとする。ただし、審査委員会

において評価項目が変更、追加等されることがある。 

 

評価対象 評価項目 

予定技術

者の技術

力と業務

実施体制 

【900 点】 

管理技術者 

資格要件 保有する資格 

専門技術力 

当該部門従事期間 

同種又は類似する業務の実績 

地域精通度 

専任性 手持ち業務の状況 

照査技術者 

資格要件 保有する資格 

専門技術力 

当該部門従事期間 

同種又は類似する業務の実績 

担当技術者 

資格要件 保有する資格 

専門技術力 当該部門従事期間 
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同種又は類似する業務の実績 

地域精通度 

専任性 手持ち業務の状況 

専門技術力の確認 高度の専門技術力の有無 

実施体制の的確性 効率的な業務運営が可能な実施体制 

各種基準等の認証 国際規格や厚生労働大臣による認証・認定 

予定技術者の取り組み姿勢等 

【240 点】 

取り組み意欲・コミュニケーション能力 

技術提案の内容 

【1200 点】 

● 業務内容の必要性と方向性への理解度 

● 提案内容の的確性と実現性 

● 提案内容の独創性と継続性 

● 評価分析など工学的知見に関する認識 

● 工程計画の妥当性 

事業規模の妥当性 

【60点】 

提示金額（参考見積）の経済性 

 

８．非特定理由の説明に関する事項 

（１）非特定理由の説明請求 

本要領７．（２）②の定めにより「非特定通知書」による通知を受けた者は、通知書を

送付した日の翌日から起算して７日以内（休日を含まない。）に、書面（様式自由。ただ

しＡ４判とする。）により善通寺市長に非特定理由についての説明を求めることができる。 

 

（２）非特定理由の説明請求に対する回答 

非特定理由の説明請求への回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算

して７日以内（休日を含まない。）に書面により行う。 

 

（３）非特定理由の説明請求の提出方法等 

① 提出先 本要項３．と同じ。 
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② 提出方法 本要項８．（１）に記載のとおり書面を持参にて提出すること。 

③ 受付期間 本要項８．（１）に記載のとおり。ただし、午前９時から午後５時ま

でとする。 

 

９．業務委託契約に関する事項 

（１）見積徴取の相手先としての特定 

善通寺市は、審査委員会が選定した最優秀者を、本業務委託契約に係る随意契約の見積

書徴取の相手先として特定するとともに、業務の詳細内容の協議を実施するものとする。

ただし、下記のいずれかに該当し、見積徴取及び業務委託契約が締結できない場合には、

次点者を見積書徴取の相手先として再特定するものとする。 

① 最優秀者が、地方自治法施行令第１６７条の４に規定する者に該当することとな

ったとき。 

② 最優秀者が、善通寺市から業務委託に係る指名停止を受けることとなったとき。 

③ 最優秀者が、特定後に本要領４．（１）に掲げる資格要件を満たさないことが明

らかになったとき。 

④ 最優秀者の見積徴取の結果、契約締結ができなかったとき。 

⑤ 最優秀者が本業務委託契約の締結を辞退したとき。 

⑥ その他の理由により最優秀者と業務委託契約の締結が不可能となったとき。 

 

（２）委託契約金額 

本要領２．（４）に示す範囲内とする。 

 

（３）業務委託の仕様及び実施条件 

① 本業務委託の仕様については、参考仕様書を基準として最優秀者の技術提案書等

に記載された内容を尊重し、善通寺市において定める。 

② 本業務委託の仕様決定にあたり、最優秀者に対し業務の具体的な実施手法の提案

等を依頼することがある。 

③ 技術提案書に記載した配置予定技術者は、特別の理由により発注者がやむを得な

いと認める場合を除き、原則として変更できないものとする。 

 

 

（４）契約内容等 

本業務の委託契約は、善通寺市契約規則及び善通寺市土木設計業務等委託契約約款に

よるものとする。 

 

（５）失格による契約の解除 
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本業務委託の契約後に、契約者が本要領４．（１）に定める資格要件に満たさないこと

が明らかとなった場合には、契約の解除を行うことがある。 

 

１０．その他 

（１）本プロポーザルの実施スケジュール 

実施内容 スケジュール 

質問受付締切日 令和８年２月９日（月）まで 

参加申込書等及び 

技術提案書の受付締切日 

令和８年２月２７日（金）まで 

ヒアリング実施日 
参加申込書等及び技術提案書受付締切

後に主催事務局より別途通知する。 

審査結果の通知 令和８年３月中旬（予定） 

契約締結 令和８年３月下旬（予定） 

 

（２）本件に係る費用負担 

技術提案書等の作成、提出及びヒアリング参加等に要する費用は、その一切を参加者の

負担とする。 

 

（３）書類提出にあたっての留意事項 

① 質問書の提出において、不達等を原因とする提出者の不利益が生じても、主催事

務局はこの責を負わない。提出者においては、電子メールの着信確認を行うなど

の対策を講じられたい。 

② 工程表の記載においては、本要領５.（２）５）③に示すとおりであるが、次年

度以降の契約を担保するものではない。 

③ 提出された参加申込書等及び技術提案書は、提出期限までは自由に改変ができる

ものとする。ただし、改変しようとする場合には、提出された書類を一旦持ち帰

り、改めて改変された書類を提出すること。 

④ 提出期限を過ぎた後は、参加申込書等及び技術提案書の訂正並びに改変はできな

いものとする。 

⑤ 理由を問わず、参加申込書等及び技術提案書の提出期限の延長は行わない。 

 

（４）無効となる参加申込書等又は技術提案書 
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提出された参加申込書等又は技術提案書が、以下のいずれかに該当する場合には、これ

を無効とする。 

① 提出方法、提出先、提出期限等が本要領その他の定めに適合しないもの。 

② 作成様式及び記載上の留意事項に示された内容に適合しないもの。 

③ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

④ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 

⑤ 許容された表現方法以外の表現が用いられているもの（ヒアリングを含む。）。 

⑥ 虚偽の内容が記載されているもの。 

 

（５）措置事項 

参加申込書等及び技術提案書その他の提出書類に虚偽の内容を記載した場合には、そ

の行為を行った者に対し、指名停止等の措置を行うことがある。 

 

（６）技術提案書等の取り扱い 

① 提出された参加申込書等及び技術提案書等は、返却しない。 

② 提出された参加申込書等及び技術提案書の著作権は提出者に帰属するものとし、

提出者に無断で利用することはない。ただし、主催事務局は、本プロポーザル手

続き及びこれに係る事務処理に必要な範囲において、技術提案書等の複製、記録

及び保存等を行う。 

 

（７）追加資料 

配置予定技術者の所有資格や業務実績等の確認のため、追加資料の提出を求めること

がある。 


